
P1.  在日韓人 北韓送還及び韓・日 
両国 抑留者 相互釈放 関係綴り、1955―60 
(V.1 大村収容所に収容中の北送希望者の釈放問題、1958) 

  
                     分類番号 723. 1 JA 
                     登録番号  765 
 
P2.                索引目録 
  分類番号 登録番号 生産課 生産年度 フィルム番号 ファイル番号 フレイム番号  
  723. 1 JA     765    ア州課  1960     主題  番号         始まり  終り  
 北 1955－60 V.1               C1－ 0010   01        0001～ 0169 
      
 機能名称 :  在日韓人北韓送還及び両国抑留者相互釈放関係綴り、1955―60 

全 10 巻 大村収容所に収容中の北送希望者の釈放問題、1958 
 
一連番号    内   容                        頁 

 
P3.  分類番号 723. 1 JA    登録番号 765  保存期間 永久 

北 1955－60 V.1 
   機能名称  在日韓人北韓送還及び韓日両国抑留者相互 

釈放関係綴り、1955―60  全 9 巻 ( 大村 
収容所に収容中の北送希望者の釈放問題、1958 ) 

  生産課  ア州課    生産年度 1960 
     V.1  大村収容所に収容中の北送希望者の 

釈放問題、1958 
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P9.  極秘 
   韓日代第３５１号 
           檀紀 4291 年(1958 年)2 月 25 日 
                         駐日大使 ㊞ 
   外務部長官  貴下 
 
     いわゆる北韓送還を希望するという者の名簿 
     報告の件 
  
  首題の件、大村収容所に収容されているいわゆる「不 

法入国者名簿」に記載されている者の内、 
  いわゆる北韓送還を希望するという者で本国派遣された職 
P10.員により調査確認された別添名簿を 

ここに添付報告するものである。 
別添 いわゆる北韓送還を希望するという者の名簿 写本一部 
 

P11-19.  名簿のコピー 
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20. 極秘 
   外政第８６７号 
   檀紀 4291 年(1958 年)3 月 5 日 
                          外務部長官  

内務部長官 貴下 
 
  抑留されている在日韓人の内、北韓送還希望者名簿送付の件 
     首題の件、抑留されている在日韓人の内、北韓に 

送還されることを希望するという者で駐日大使 
により密航渡日事実が確認された者の名簿を 
別添のように送付するものである。 
推移本件別添物は 3 月 5 日貴部治安局外事係 
  李ゴンソン警査便で送付した。    

以上 
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P24.                 4291(1958).6.11. 
大統領閣下の諭旨   

  4291 年(1958 年)6 月 10 日次官が大統領閣下に 
韓日会談に関して報告を上げる席上、閣下から 
次のように諭旨があった。 

            記 
    在日韓人の追放問題に関連して、万一日本政府が正当な範囲内で彼らに補償を支払う

用意さえあるならば、韓人全部を本国で受け入れることもできるだろう。この場合にその

ような補償をわが政府が一旦受け取った後にこれを渡すのではなく、直接彼らに渡される

ことを願う。この問題はよく研究してみなさい。そして在日僑胞問題に関連して 1923 年

東京大震災当時、日本人に虐殺された韓人に対する補償問題をどうするのか研究してみな

さい。 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
 

( 説明 ) 1923 年日本震災当時、虐殺された韓人に対する補償問題を問題にする場合、

在日韓人の法的地位問題委員会よりは韓国請求権委員会が正当なものと考

えられる。 (政務局 見解) 
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P33.     大韓民国 駐日代表部 
韓日代第 1192 号 

           檀紀 4291 年(1958 年)7 月 7 日 
                          
    外務部長官  閣下 
                      駐日大使 ㊞ 
    件名・・・・北韓行きを希望する韓人、日本国内釈放報道に 

対して日本政府外務省に発送した抗議文に関する件 
  
     頭の件、去る 7 月 6 日当地日本の新聞報道によると大村収容所に収容中のいわゆる

北韓行きを希望する韓人抑留者のハンガーストライキに関連して、その中で危篤の状態に

ある韓人若干名を臨時に、日本国内で釈放することに日本政府が決定したという報道に対

しては、既に電文 MT-088 号で報告したが、別添写本のように同新聞報道の真否如何と、

万一同報道が事実としたら、第一に日本政府は昨年 12 月 31 日に締結した諸協定と韓日連

絡会議で行った約束違反であり、第二にこのような継続的な日本側の約定違反が、現在進

行中の韓日会談の円満な進行に悪影響を及ぼすことになるという点を指摘して、厳重に抗

議したのでこれを報告するものである。 
     推移 7 月 8 日午後 3 時に連絡会議( Working Committee )を開催して、この真相を

もっと追究し、抗議することにしたのでお伝えするものである。 
別添 当代表部 抗議覚書 写本一通 

以上 
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P44.  東京から入った電報  
       外務部長官 貴下 
  7 月 14 日福岡事務所長からの報告によると、日本政府当局は大村収容所内にいる、いわゆ

る北韓に帰ることを希望する者の内、26 名を日本国内で釈放するために、これに対する手

続きを取っているとし、このような情報を収容所当局者たちから入手したというので、こ

こに報告するものである。 
           駐日大使     
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P55.       日本国内韓国人抑留者 早見表  

 
檀紀 4291 年(1958 年)7 月 23 日現在 

 
 送還、釈放及びその他の事項 

 
   数     (名) 
 

昨年末現在 総数          1,259 

  
 本国に送還された者 
 
 
 
 

第一次 送還    249 
第二次 送還    252 
第三次 送還    251 
第四次 送還    251    
            計 1,003 

 日本国内で逃亡した者            13 
収容中に刑確定で刑務所に移管  

 服役中の者 
 

 
           11 

 病気で仮釈放になった者 
 

           9 

   北韓送還希望者 
 

男 82 名、女 10 名  92 
 

相

互

釈

放

協

定

該

当

者 

 現在収容されている者 
 

          222 

そ

の

他 

 
 今年 1 月 1 日以後に収容された者                570 
注  本数字は第 14 次実務者会議議事録に根拠をおいたものだが、 
   駐日大使からの韓日代第 1227 号報告によると、7 月 5 日現在 
   543 名になっている。 
 

総

計 

 
                              792 

備考 本表に表示された数字の内、北韓送還希望者の数は 93 名だったが、1 名が前回の 
韓国人第四次本国送還の時に帰国したので 92 名になった。―第 14 次実務者会議 
議事録による。 
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P55              日本国内韓国人抑留者条件表 
                     檀紀 4291 年(1958 年)7 月 23 日現在 
 
 
 

 送還、釈放及びその他事項 
 

    数    (名) 
 

昨年末 現在 総数          1,259 
 
 

本国に送還された者 

第 1 次送還    249 
第 2 次送還        252 
第 3 次送還        251 
第 4 次送還        251      
           計  1,003 

 
 日本国内に逃亡した者 

 
          13 

収容中に刑確定で刑務所に移管 服役中の者 

 
            11 
 

  病気で仮釈放された者 
 

       9  
 

収容中日本人と判明 釈放された者 
 

          1 
 

   北韓送還希望者  男 82 名 
 女 10 名    92 

 
 
 
 
 
相

互

釈

放

協

定

該

当

者 
 
 
 
    現在収容されている者           222 
 
そ

の

他 
 

 
 今年 1 月 1 日以後に収容された者                570  
註 本数字は第 14 次実務者会議議事録に根拠を置いたものだが、駐日大使から

の韓日代第 1227 号報告によると 7 月 5 日現在 543 名になっている。   

総

計 
                                 

792 
 
備考. － 本表に表示された者の内、北韓送還希望者の数は 93 名だったが、1 名が前回の 

韓国人第 4 次本国送還時で帰国したので 92 名になった。－第 14 次実務者会議 
議事録に依る。 

 
P56. 韓日代第 1403 号 
     檀紀 4291 年(1958 年)7 月 23 日          駐日大使 ㊞ 
   外務部長官  貴下 
     いわゆる北韓送還希望者の内、日本国内に仮放免予定者の名簿入手報告の件 
  首題の件、いわゆる北韓送還希望者の内、今回日本政府当局により日本国内に釈放する 
  ことに決定したという 25 名の姓名を秘密裏に入手したので別添のように報告するもので

ある。 
    追記 本来三年以上の被収容者 26 名を決定したものが 
P57.          金昌博当 22 歳は収容年限が三年未満になり除外されたという。 
P58.59.           名簿 
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P60. 韓日代第 1409 号 
           檀紀 4291 年(1958 年)7 月 25 日 
                       駐日大使 ㊞   
  外務部長官  閣下 
      北韓行きを希望するという「不法入国」韓人の日本国内釈放決定に 

関する日本政府外務省口上書送致の件 
  
  首題の件、北韓行きを希望するという問題の抑留中の「不法入国」韓人に関して、彼らの

内若干名を日本国内で仮釈放することに決定したという報道により、7 月 7 日付けで日本

政府外務省に対して質疑的な抗議口上書を発したことがあり、これに関しては 7 月 7 日付

け韓日 
P61. 代第 1192 号の公式文書として既に報告したことがあるが、この 7 月 25 日午後日本外務

省の 7 月 21 日付け回答口上書に接したのでここに同封送致します。 
  この日本外務省の回答口上書を検討された後、代表部が取るべき措置に関して指示してい

ただけるように願います。 
    別添 日本外務省 口上書 写本一通 
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P72-80       P81.        写本 : 景武台 
             柳泰夏 公使 
 
      外政第 2897 号 
        檀紀 4291 年(1958 年)7 月 29 日 
                       外務部長官   
 
          第４次韓日会談 
      首席代表 林炳稷 大使 貴下 

       ( 写本 柳泰夏 公使 ) 

  

      件名、第４次韓日会談進行に関する件 
 
        頭の件に関して別添のように運営するので、即時 

施行なさりその結果を報告されることを望むものである。 
 
別添、 (運営内容) (INSTRUCTIONS PART Ⅰ and Ⅱ ) 

以上 
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P88.     外政第 2928 号 
        檀紀 4291 年(1958 年)7 月 29 日 
                       外務部長官   
 
          内務部長官 貴下 
      北韓送還希望者の内、日本国内に仮釈放予定者に関する件 
        頭の件に関して、当部管下駐日代表部で入手した情報によれば、いわゆる北

韓に送還されることを希望する在日韓国人抑留者の内、今回日本政府当局が日本

国内に釈放することに決定した者 25 名の名簿は別添と同じということなので、

同写本一通を送付いたすので査受なさり願います。 
      別添、北韓送還希望者の内、日本国内釈放予定者名簿一通 

以上 
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P91.   題目     拿捕日本漁船問題 
 
        この問題の発端は韓日会談韓国請求権委員会船舶小委員会で議題の確定のた

めの討議が進行していた中、日本側が以外にも過去、平和ラインを侵越し不法漁

労に従事していてわが警備船に拿捕された 141 隻の日本漁船問題を、同小委員会

の議題として討議の対象とすることを主張したことにある。  
        わが側は即時このような日本側の主張が、今次本会談再開の契機になった昨

年末韓日予備交渉終結において調印された合意事項に違背するだけでなく、この

問題はその性質から見て、決して韓日会談の討議対象になれないことを指摘し、

日本側がその主張を撤回するように要求したものである。 
        しかし日本側が最後までその主張を曲げないまま、この船舶小委員会は始ま

りから難関にぶつかり、われわれの対日請求権の重要な一部を占める船舶返還問

題が討議に入れなくなり、われわれはこの打開策を模索していた中、日本側が高

級クラス(首席代表)から他の決定がなされない限り船舶小委員会では取扱わない

ことと提案し、われわれはこれでこの拿捕日本漁船問題はまずさて置いて、船舶

小委員会は本来の合意された議題だけを持って、その討議を進行させるものと理

解し た後、これを受け入れることにしたものだった。 
P92.      このような措置は、いわゆる拿捕日本漁船問題は口だけさて置いて船舶小委

員会の討議を進行させようとした、わが側のひとつの技術的方案だったので、こ

の問題を首席代表に移管したものではなかった。したがって今後なされる可能性

がほとんどない首席代表間の正しい決定がない限り、船舶小委員会では再び提起

されないことが予期される。 
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P95.   韓日代第 1293 号 
           檀紀 4291 年(1958 年)7 月 14 日 
                  第４次韓日会談首席代表 ㊞ 
     外務部長官 貴下 
       第４次韓日会談在日韓僑法的地位委員会、日本側討議資料送付請訓の件 
   
         頭の件、標記委員会の第 5、6 次会議で一般的に論議されて来た在日韓人

の地位または処遇に関連して、韓人の強制退去問題に関して、わが側としては在

日韓僑の特殊地位に鑑み、彼らは原則的に日本で彼らが望む 
P96.    限り、安定した生活を営為できるようにしなければならないので、日本側により

一方的に強制退去してはならないというわれわれの立場を明かしたところ、これ

に対して日本側はそのような韓人の特殊背景は日本の出入国関係国内法の範囲内

で考慮されなければならないと主張することで、両側が相互強制退去問題に関す

る方針の草案を提出することを相手方側に要求したことがあり、結局日本側は今

回別添のように、日本の現行法令である『出入国管理令』第 24 条の該当規定を

再整理したに過ぎない案をわが側に提出、討議の資料にしようと提議して来たの

で、これを別添報告し、これに関して併せて請訓いたします(別添－ 同案翻訳文

一通) 
P97.             討議資料 
         太平洋戦争終戦以前から続けて日本国に居住する韓国人でも、日本側が次

のような理由により韓国領土に送還しようとする場合、韓国側でこの問題をどう

取扱うかを、次回の韓人法的地位委員会まで研究していただければ、会議の議事

進行上とても助けになるものと考えます。 
1. 司法裁判所により有罪の判決を受けた事実 
2. 売淫関係の仕事に従事した事実 
3. 不法入国を手伝った事実 

P98.         4. ライ病患者としてライ病収容所に収容されたこと。精神障害者として病院に

収容されたこと。または貧困、放浪、身体障害などで公的負担になった事実 
       5. 在留期間を越えて不法に残留した事実 
       (1) 遵法精神が欠けた場合 
       (2) 在留状態が不良なので、在留期間の更新申請が却下された場合 
       6. 暴力行為により日本国憲法を破壊しようとした者。または日本国の利益、ま

たは公安を害する行為をして事実 
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P99-135      
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P136. 韓日代第 2010 号 
           檀紀 4291 年(1958 年)10 月 2 日 
                       駐日公使 ㊞   
  外務部長官  閣下 
      北韓行きを希望するという抑留中の韓人僑胞に関する件 
      (対 4291 年(1958 年)9 月 18 日付 外政第 3,554 号 
       対 4291 年(1958 年)9 月 27 日付 電文第 FTB-002 号) 
  
  頭の件、代号公文外政第 3,554 号及び電文第 FTB-002 号に基づき、9 月 29 日に本職が日

本外務省アジア局長板垣に手渡した当部口上書写本を別添のように送付するものです。 
P137. 別添当部口上書 PKM-32 号 写本 一通 
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P142.  外務部政務局 起案用紙 
      次のように韓日会談首席代表に訓令したらどうだろうか 
      長官 ㊞ 次官 ㊞ 政務官 ㊞ 課長 担当者   
     (発送する訓令の内容) 
     外政第  号 
        檀紀 4291 年(1958 年)10 月 13 日 
                     外務部長官 

第４次韓日会談首席代表 貴下 
 
     件名 : 第４次韓日会談、在日韓人法的問題地位委員会で 

提出するわが側提案に関する件。 
 

頭の件に関して過般外政第 3,554 号で発送した訓令で、追送することにした別添の

ような在日韓人の法的地位及び待遇に関する協定のわが側案を送付するので、同草案の

使用においては前記訓令に沿って施行されるよう望むものである。   
別添 : 在日韓人の法的地位及び待遇に関するわが側協定案     通。 

以上 
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P150.  韓日代第 2106 号 
           檀紀 4291 年(1958 年)10 月 20 日 
                       駐日公使 ㊞   
  外務部長官  閣下 
      韓日連絡会議開催を提議した日本外務省口上書送致の件 
       
     頭の件に関して、別添写本にように日本外務省から口上書が到来したので報告し、

これに関しては 10 月 16 日付貴無電指示 FTB-007 号第 3 項によって処理する計画であ

り、また同無電指示第 3 項で問い合わされた点に関しては、本日本側口上書で日本側の

意図を知悉されると思料する 
P151.ことを添信します。 
    別添 同口上書 写本 一通  
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P156.  逓秘第 556 号 
              檀紀 4291 年(1958 年)11 月 4 日 
                       逓信部長 ㊞   
  外務部長官  貴下 
 
     不穏外国電報内容通報に関する件 
  本件、日本赤十字社から親共僑胞送還に関して、「平壌」のいわゆる朝鮮赤十字社宛に発送

する電報が当部管下ソウル国際電信電話局に誤送され、参考に通報すると同時に、その写

本を別添送付するものである。 
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P161.           外務部 
                              檀紀 4291 年(1958 年)11 月 17 日   
     (長官閣下の指示と見解) 

1. 850 名の抑留者は全部受け取るべきで、一部を残して置くことはできない。 
2. これに関する政府の政策は代表部が既によく知っていなければならないし、この訓

令が行かなくても、850 名北韓送還希望者を除いて受け取るという言質を与えると

は考えない。  
3. 明日(11.18)会議の経過を見る時まで、本案を保留することが可である。 
                          受命者 政務局長 
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